




 

色彩景観ガイドラインとは… 

市内全域、原則、すべての民間施設及び公共施設を対象として、建
築物等の色彩（鮮やかさ（彩度）、明るさ（明度））について、景観
的な視点で誘導を図るための手引書となるものです。 

 
「宇都宮市景観計画」との連携を図り、本市の景観を形成する５つ
のゾーンに応じた「望ましい色彩」の範囲を設定し、変化とメリハ
リのある色彩景観を目指しています。 

 
市街地では、建築物の基調となる色に加え、強調する色（強調色、
アクセント色）を設定し、街の賑わいや活性化を演出できるような
色の適用範囲を定めています。 

 
このガイドラインは、次の３つの活用を考えた内容としています。 
①届出物件の色彩誘導基準として… 

設計者や事業者が活用しやすいよう、望ましい色彩の範囲
を示しています。 

②市民の手引きとして… 
市民に分かりやすいよう、色彩の基礎的な解説や配色のヒ

ントを示しています。 
③公共施設の色彩計画の手引きとして… 

色彩を決定する際の参考となるよう、色彩検討の流れや事
例等を示しています 
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